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高圧ガスＬＮＧ受入基地設備 

定 期 自 主 検 査 指 針 
 

Ⅰ．総 則  
 

１． 適用範囲 

    本指針は、コンビナート等保安規則（以下、コンビ則という）の適用を受ける

液化天然ガス（以下、ＬＮＧ＊１という）受入基地の製造施設＊２に係る法第 35 条の

2 に規定される定期自主検査について適用する。 

 

＊１ 本指針を適用するＬＮＧは、Liquefied Natural Gas（液化天然ガス）の略

称で、メタンを主成分とする天然ガスを精製、冷却、液化したもので、常圧に

おいて約-160℃の沸点を有する液体である。天然ガス中に含まれる炭酸ガス、

硫化水素、水分等の不純物は精製工程で除去されるので、腐食性がない。 

表１に設計液密度及び設計温度、表２にＬＮＧの組成例、表３にＬＮＧ中に

含まれる不純物の制限値例を示す。 

 

表１ 

設計液密度 ㎏／ｍ３ 設計温度 ℃ 

４２４．０～４８７．０ －１６４．０ 

                      （国内ＬＮＧ基地の調査結果）  

 

                  表２ 

輸入国 
成 分 

インドネシア

（ﾊﾞﾀﾞｯｸ） 
オ-ストラリア

（ﾀﾞﾝﾋﾞｱ） ナイジェリア
カタール 

（ﾗｽﾗﾌｧﾝ） 
マレーシア 
（ﾋﾞﾝﾂﾙ） 

メタン  CH4 ９１．０４ ８７．６１ ９２．５８ ９０．１４ ９０．９１ 

エタン  C2H6 ５．４２ ８．２３ ４．５２ ６．４０ ４．９１ 

プロパン C3H8 ２．５４ ３．２４ ２．０９ ２．２５ ２．９８ 

ブタン  C4H10 ０．９７ ０．８４ ０．６７ １．０５ １．０４ 

ﾍﾟﾝﾀﾝ以上 C5H12 ０．０１ ０．０１ ０．０６ ０．０１ ０．０１ 

成
分
（
モ
ル
％
） 

窒  素 ０．０２ ０．０７ ０．０９ ０．１５ ０．１５ 

 （平成 15 年度分析実績） 
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表３ 
不純物 濃度 備考 

ＣＯ２ ５０－１００ ppm mole 溶解度制限 
Ｈ２Ｓ ＜４ ppm mole 製品規格 
全硫黄 ３０ mg／Nm3 製品規格 
水分 ＜０．１ ppm mole 溶解度制限 
水銀 ＜０．０１ micro gram／Nm3 腐食防止 
芳香族 ＜１ ppm mole 溶解度制限 
Ｃ５＋ＨＣ ＜０．１ ％ mole 製品規格 
Ｈ２ ＜１ ％ mole 製品規格 

 
出典「よくわかる天然ガス」（日本エネルギー学会、平成 11 年） 
表は、同書において次の論文から引用されている。 
C.H.,Chiu, “Evaluate Separation for LNG Plants”,Hydrocarbon 
Processing,p.266 Sept.(1978) 

 

 

＊２ 本指針を適用するＬＮＧ受入基地には次の設備がある。 

 (1)ＬＮＧ関連設備 

   ローディングアーム、ＬＮＧ気化器、ＬＮＧ配管、天然ガス（以下、ＮＧと

いう）配管、ＬＮＧタンク、ＬＮＧポンプ、ＢＯＧ圧縮機、戻りガスブロワ、

ＬＮＧ熱交換器、ＬＮＧ容器、フレキシブルチューブ 

なお、オープンラック気化器の散水装置、ＬＮＧポンプにおけるモータ等、コ

ンビ則の適用は受けないが、当該高圧ガス設備若しくはガス設備の機能維持上

重要な附属設備についても規定している。 

 

 (2)液体窒素関連設備 

    コールドエバポレータ、不活性ガス圧縮機 
 

２． 検査項目、方法及び周期 

「Ⅱ．定期自主検査の方法」に従い、検査項目に応じた方法、周期にて検査を

行う。なお、検査項目、方法は（社）日本ガス協会「ＬＮＧ受入基地設備指針」（JGA

指-102-03）＊１、「ＬＮＧ地下式貯槽指針」（JGA 指-107-02）＊２、「ＬＮＧ地上式貯

槽指針」（JGA 指-108-02）＊２に準拠している。 

 

＊１ 平成１５年１０月（社）日本ガス協会 ガス工作物等基準調査委員会 

＊２ 平成１４年 ８月（社）日本ガス協会 ガス工作物等基準調査委員会 
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３． 検査記録 

3.1 検査記録の作成 

  ２．に従い検査を実施した後、検査記録を作成する。検査記録には、検査実施者

（立会者を含む。）、検査責任者（当該定期自主検査の実施監督者である保安係員を

基本とする。）が確認の上、署名・捺印をする。 

 

3.2 検査記録の保存 

  作成した検査記録は、原則として製造施設が存続する間保存する。なお、過去の

検査記録の追跡を容易に行えるよう、実施年、検査項目等に対応する統一的な管理

番号等を付して管理・保存することが望ましい。また、検査記録は、コンビ則第

38 条の 2 の規定により、電磁的方法による作成、保存ができる。 
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Ⅱ．定期自主検査の方法  
 

１．原則として、表－１～表－１２に基づいて検査＊１の対象部位、項目、方法、周期

等を具体的に定め＊２＊３、それに従って目視及び検査機器等を用いた検査を実施し
＊４、状況に応じて必要な措置を講ずる。 

２．法第３５条の保安検査に基づき実施する検査項目については、表－１～表－１２

備考欄にコンビ則の対応条項を示す。 

３．検査記録は、初期データを含め、対象部位ごとに保管し、維持管理に活用する。 

 ４．日常点検について 
    本基準は、法第３５条の２ 定期自主検査について適用するものであり、コンビ

則第５条第２項第５号の点検の内容については、危害予防規程に定めて実施する

ものとする。 

 
表－１ ＬＮＧ桟橋設備 

（１）ローディングアーム 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

1 回/1 年 その他 
備 考 

目視検査 外部目視 ○  
【コンビ 5-1-17、19】 

【コンビ 9-1-6】 

リーク 

テスト 
ガス検知器等 ○  

スイベルジョイント部

は、別途検査の周期を定

めて行う。    

【コンビ 5-1-18】 

【コンビ 9-1-5】 

本 体 

分解点検 

目視 

寸法検査 

非破壊検査等 

 ○ 

周期は、製作メーカーの

推奨時期、外観、作動状

況、漏洩量、経年変化等

から決定する。 
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表－２ ＬＮＧ気化器 

（１）オープンラック式 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 1 回 

/1 年

1 回 

/3 年

その

他 

備 考 

目視検査 外部目視 ○   【コンビ 5-1-17、19】 

メタリコン 

検査 

メタリコン 

膜厚測定等 
  ○ 

周期は、運転時間、目視

検査結果、予寿命評価結

果に基づき設定する。 

（３年以内） 

【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 ＰＴ等   ○ 

目視検査で異常が認めら

れた場合に、必要に応じ

て実施。 

フィンチューブ 

及び 

ヘッダーパイプ 

リーク 

テスト 
ガス検知器等 ○   【コンビ 5-1-18】 

散水装置 目視検査 外部目視   ○ 
周期は、運転状況に応じ

て設定する。 
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（２）サブマージド式 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 1 回 

/1 年

1 回 

/3 年

その

他 

備 考 

外部目視 ○   【コンビ 5-1-17、19】 
目視 

検査 水抜きを行い 

外部目視 
 ○  【コンビ 5-1-17、19】 

肉厚測定 超音波厚さ計等   ○ 

水抜き時の目視検査で減

肉が認められた場合に、

必要に応じて実施。 

【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 ＰＴ等   ○ 

水抜き時の目視検査で異

常が認められた場合に、

必要に応じて実施。 

気化器チューブ

及び 

マニホールド 

リーク 

テスト 
ｶﾞｽ検知器等 ○   【コンビ 5-1-18】 

水 槽 目視検査 外部目視  ○  

気化器ﾁｭｰﾌﾞ及びﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ

の水抜き時の目視検査に

合わせて行う。 

エアーブロワ 目視検査 外部目視  ○  

気化器ﾁｭｰﾌﾞ及びﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ

の水抜き時の目視検査に

合わせて行う。 

バーナ 目視検査 外部目視  ○  

気化器ﾁｭｰﾌﾞ及びﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ

の水抜き時の目視検査に

合わせて行う。 

ダウンカマー 目視検査 目 視  ○  

気化器ﾁｭｰﾌﾞ及びﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ

の水抜き時の目視検査に

合わせて行う。 
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（３）シェルアンドチューブ式 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 1 回 

/1 年

1 回 

/3 年

その

他 

備 考 

外部目視 ○   【コンビ 5-1-17、19】 

目視検査 
開放時の目視 

寸法検査 
 ○  

耐圧部の目視は【コンビ

5-1-17､19】に基づく。 

非破壊検査 
ＰＴ､ＵＴ､ＥＴ

等 
  ○ 

開放時の目視検査で異常

が認められた場合に、必

要に応じて実施。 

中間熱媒体 

凝縮器 
（LNG 気化器） 

 

リーク 

テスト 
ｶﾞｽ検知器等 ○   【コンビ 5-1-18】 

外部目視 ○   【コンビ 5-1-17、19】 

目視検査 
開放時の目視 

寸法検査 
 ○   

肉厚測定 超音波厚さ計等   ○ 

開放時の目視検査で減肉

が認められた場合に、必

要に応じて実施。 

【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 ＰＴ､ＵＴ等   ○ 

開放時の目視検査で異常

が認められた場合に、必

要に応じて実施。 

中間熱媒体 

蒸発器 

リーク 

テスト 
ｶﾞｽ検知器等 ○   【コンビ 5-1-18】 
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（３）シェルアンドチューブ式のつづき 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 1 回 

/1 年

1 回 

/3 年

その

他 

備 考 

外部目視 ○   【コンビ 5-1-17、19】 

目視検査 
開放時の目視 

寸法検査 
 ○   

肉厚測定 超音波厚さ計等   ○ 

開放時の目視検査で減肉

が認められた場合に、必

要に応じて実施。 

【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 
ＰＴ､ＵＴ､ＥＴ

等 
  ○ 

開放時の目視検査で異常

が認められた場合に、必

要に応じて実施。 

アフターヒータ 

リーク 

テスト 
ｶﾞｽ検知器等 ○   【コンビ 5-1-18】 

 

 

（４）温水槽式（電気ヒータ含む） 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 1 回 

/1 年

1 回 

/3 年

その

他 

備 考 

外部目視 ○   【コンビ 5-1-17、19】 

目視検査 

 水抜き時の目視

寸法検査 
 ○  

耐圧部の目視は【コンビ

5-1-17､19】に基づく。 

肉厚測定 超音波厚さ計等   ○ 

水抜き時の目視検査で減

肉が認められた場合に、

必要に応じて実施。 

【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 ＰＴ等   ○ 

水抜き時の目視検査で異

常が認められた場合に、

必要に応じて実施。 

チューブ及び 

管寄せ 

リーク 

テスト 
ｶﾞｽ検知器等 ○   【コンビ 5-1-18】 

水 槽 目視検査 外部目視  ○  

気化器ﾁｭｰﾌﾞ及びﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ

の水抜き時の目視検査に

合わせて行う。 
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表－３ ＬＮＧ容器・ＬＮＧ熱交換器 

（１）ＬＮＧ容器（注１） 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

1 回/1 年 その他 
備 考 

目視検査 
外部目視 

 
○  【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 ＰＴ､ＵＴ等  ○ 

目視検査で異常が認めら

れた場合に、必要に応じ

て実施。 

本 体 

リーク 

テスト 
ガス検知器等 ○  【コンビ 5-1-18】（注２） 

（注１）ＬＮＧ容器として、ＢＯＧ圧縮機入口サクションドラム、ブローダウンドラム等がある。 

（注２）経年変化の恐れのあるシール部を対象とする。検査のため、開放した場合は組み立て後の 

シール部を対象とする。 

 

 

（２）ＬＮＧ熱交換器（注１） 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 1 回 

/1 年

1 回 

/3 年

その

他 

備 考 

外部目視 ○   【コンビ 5-1-17、19】 

目視検査 

 開放を行い 

外部目視 

寸法検査 

 ○  
耐圧部の目視は【コンビ

5-1-17､19】に基づく。 

肉厚測定 超音波厚さ計等   ○ 

開放時の目視検査で減肉

が認められた場合に、必

要に応じて実施。 

【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 
ＰＴ､ＵＴ､ＥＴ

等 
  ○ 

目視検査で異常が認めら

れた場合に、必要に応じ

て実施。 

本 体 

リーク 

テスト 
ガス検知器等 ○   【コンビ 5-1-18】（注２） 

（注１）ＬＮＧ熱交換器として、液－液熱調付ＯＲＶのプレヒータパネル、シェルアンドチューブ式

気化器のＮＧ加温器等がある。 

（注２）経年変化の恐れのあるシール部を対象とする。検査のため、開放した場合は組み立て後のシ

ール部を対象とする。 
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表－４ ＬＮＧ配管（注１） 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

1 回/1 年 その他 
備 考 

目視検査 外部目視 ○  【コンビ 5-1-17、19】 

肉厚測定 超音波厚さ計等  ○ 

ＬＮＧポンプ出口配管等

の分解点検時に浸食が想

定される箇所について行

う。 

非破壊検査 ＰＴ､ＵＴ等  ○ 

目視検査で異常が認めら

れた場合に、必要に応じ

て実施。 

本 体 

リーク 

テスト 
ガス検知器等 ○  

【コンビ 5-1-18】 

 

（注１）ＬＮＧ配管には弁類等の配管付属品、伸縮継手、計装用導圧管を含む。 

 

 

 

表－５ 天然ガス配管（以下、ＮＧ配管という）（注１） 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

1 回/1 年 その他 
備 考 

目視検査 
外部目視 

 
○  【コンビ 5-1-17、19】 

肉厚測定 超音波厚さ計等  ○ 

目視点検において減肉を

認めた場合に行う。 

【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 ＰＴ､ＵＴ等  ○ 

目視検査で異常が認めら

れた場合に、必要に応じ

て実施。 

本 体 

リーク 

テスト 
ガス検知器等 ○  【コンビ 5-1-18】 

（注１）ＮＧ配管には弁類等の配管付属品、伸縮継手、計装用導圧管を含む。 
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表－６ ＬＮＧポンプ 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

1 回/1 年 その他 
備 考 

ポンプ本体 分解点検 

分解を行い 

目視 

寸法検査 

 ○ 
運転時間、振動測定結果

等から決定する。 

外部目視 ○  【コンビ 5-1-17、19】 

目視検査 

分解時の目視  ○ 

ポンプ本体の分解点検時

に実施 

【コンビ 5-1-17、19】 

バレル 

（ポット式） 

（ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ含

む） 

リーク 

テスト 
ｶﾞｽ検知器等 ○  【コンビ 5-1-18】 

目視検査 分解時の目視  ○ 本体の分解点検時に実施

絶縁抵抗 絶縁抵抗測定器  ○ 
別途検査の周期を定めて

行う 
モータ 

巻線抵抗 
ブリッジ抵抗 

測定器等 
 ○ 

別途検査の周期を定めて

行う 
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表－７ ＢＯＧ圧縮機・戻りガスブロワ－ 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

1 回/1 年 その他 
備 考 

分解点検 

分解を行い 

目視 

寸法検査 

 ○ 

周期は､運転時間､振動測

定結果等から決定する。

高圧ガス設備の耐圧部の

目視は【コンビ 5-1-17、

19】に基づく。 

肉厚測定 超音波厚さ計等  ○ 

分解時の目視検査にて高

圧ガス設備の耐圧部に減

肉が認められた場合、必

要に応じて実施。 

【コンビ 5-1-17、19】 

圧縮機・ブロワ 

本体 

リーク 

テスト 
ｶﾞｽ検知器等 ○  【コンビ 5-1-18】 

外部目視 ○  【コンビ 5-1-17、19】 

目視検査 
分解時の 

目視、寸法検査
 ○ 

本体の分解点検時に実施

高圧ガス設備の耐圧部の

目視は【コンビ 5-1-17、

19】に基づく。 

肉厚測定 超音波厚さ計等  ○ 

分解時の目視検査で、高

圧ガス設備の耐圧部に減

肉が認められた場合、必

要に応じて実施。 

【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 
ＰＴ､ＵＴ､ＥＴ

等 
 ○ 

分解時の目視検査で、異

常が認められた場合、必

要に応じて実施。 

ガスクーラ 

リーク 

テスト 
ガス検知器等 ○  【コンビ 5-1-18】 
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表－７ ＢＯＧ圧縮機・戻りガスブロワ－ 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

1 回/1 年 その他 
備 考 

目視検査 外部目視 ○  【コンビ 5-1-17、19】 

肉厚測定 超音波厚さ計等  ○ 

目視検査で、高圧ガス設

備の耐圧部に減肉が認め

られた場合、必要に応じ

て実施。 

【コンビ 5-1-17、19】 

非破壊検査 ＰＴ､ＵＴ等  ○ 

目視検査で、異常が認め

られた場合、必要に応じ

て実施。 

スナバータンク 

リーク 

テスト 
ガス検知器等 ○  【コンビ 5-1-18】 

目視検査 
分解時の 

目視 
 ○ 

別途検査の周期を定めて

行う 

絶縁抵抗 
絶縁抵抗 

測定器 
 ○ 

別途検査の周期を定めて

行う 
モータ 

巻線抵抗 
ブリッジ抵抗 

測定器等 
 ○ 

別途検査の周期を定めて

行う 
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表－８ ＬＮＧローリー出荷設備 

（１）ローディングアーム 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

１回/1 年 その他 
備 考 

目視検査 外部目視 ○  【コンビ 5-1-17、19】 

リーク 

テスト 
ｶﾞｽ検知器等 ○  

スイベルジョイント部

は、別途検査の周期を定

めて行う。    

【コンビ 5-1-18】 

【コンビ 9-5  】 
本  体 

分解点検 

目視 

寸法検査 

非破壊検査等 

 ○ 

製作メーカーの推奨時

期、外観、作動状況、漏

洩量、経年変化等から決

定する。 

 

（２）フレキシブルチューブ 

検査部位 検査項目 検査方法 周 期 備 考 

耐圧検査 気体耐圧 １回／１年 【コンビ 5-1-17、19】 

本 体 
リーク 

テスト 
ガス検知器等 １回／１年 【コンビ 5-1-18】 
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表－９ ＬＮＧタンク 

（１）地上式ＬＮＧタンク 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

１回/１年 １回/２年
備 考 

目視検査 外観確認 ○  
【コンビ 5-1-21】 

【コンビ 5-1-22】 安全措置 

(タンク安全弁) 
作動検査 圧力計 ○  

作動圧力の確認 

【コンビ 5-1-21】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-34】 

模擬入力他 ○  
負圧防止弁のみ 

【コンビ 5-1-34】 負圧防止措置 
作動検査 

圧力計等  ○ 
真空安全弁のみ 

【コンビ 5-1-34】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-44】 
緊急遮断装置 

作動検査 部分作動 ○  【コンビ 5-1-44】 

内外槽間 ガス検知 ガス検知器 ○   

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-33】 
貯槽液面計 

液面計器差 模擬入力他  ○  

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-35】 
流出防止措置 

（防液堤） 寸法測定 巻尺等測定器具 ○  
変更なければ不要 

【コンビ 5-1-35】 

防液堤内の 

排水装置 
目視検査 外観確認 ○  ＰＣＬＮＧ貯槽は除く 

目視検査 設備等確認 ○  
変更なければ不要 

【コンビ 5-1-36】 
防液堤内外の 

設備設置 
距離測定 

実測 or 

目視 or 

図面確認 

○  
変更なければ不要 

【コンビ 5-1-36】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-31】 
貯槽の温度上昇

防止措置 作動検査 実作動 ○  【コンビ 5-1-31】 

貯槽の沈下状況 沈下測定 レベル測定 ○（注）  【コンビ 5-1-64】 

 

（注）貯槽の沈下測定周期は、次の条件を満足すれば３年に１回とすることができる。 

   ①設置後５年以上経過したものであること。 
  ②過去３年間の沈下状況の測定結果が、次の式を満足するものであること。 

  ｈ／L≦0.005 
  ｈ：貯槽の沈下による傾斜の勾配が最大となる基礎面又は底板上の二点間 
    （以下「二点間」という。）のレベル差(単位mm) 
  Ｌ：二点間の水平距離(単位mm) 
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（１）地上式ＬＮＧタンクのつづき 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

１回/1 年 １回/2 年
備 考 

記録確認 － ○  
変更なければ省略 

【コンビ 5-1-24】 耐震設計構造 

（アンカー） 
目視検査 外観確認 ○  

ＰＣＬＮＧ貯槽は除く 

【コンビ 5-1-24】 

外 槽 目視検査 外観確認 ○   

ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞﾀﾝｸ 目視検査 外観確認 ○   

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-43】 

貯槽配管の 

バルブ 
作動検査 実作動 ○  【コンビ 5-1-43】 

記録確認 ― ○  変更なければ省略 

【コンビ 5-1-23】 
基 礎 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-23】 
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（２）地下式ＬＮＧタンク 

周 期 
検査部位 検査項目 検査方法 

１回/１年 １回/２年
備 考 

目視検査 外観確認 ○  
【コンビ 5-1-21】 

【コンビ 5-1-22】 安全措置 

タンク安全弁 
作動検査 圧力計 ○  

作動圧力の確認 

【コンビ 5-1-21】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-34】 

負圧防止措置 

作動検査 模擬入力他 ○  【コンビ 5-1-34】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-44】 

緊急遮断装置 

作動検査 開閉動作 ○  【コンビ 5-1-44】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-33】 

貯槽液面計 

液面計器差 模擬入力他  ○  

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-31】 

貯槽の温度上昇

防止措置 
作動検査 実作動 ○  【コンビ 5-1-31】 

屋 根 目視検査 外観確認 ○   

側 壁 レベル レベル計 ○   

雨水排水溝 目視検査 外観確認 ○   

周囲地盤 目視検査 外観確認 ○   

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-43】 

貯槽配管の 

バルブ 
作動検査 実作動 ○  【コンビ 5-1-43】 
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表―１０ 共通項目 

（１）警戒標等 

検査部位／内容 検査項目 検査方法 周 期 備 考 

境界線、警戒標 目視検査 外観確認 １回/１年 【コンビ 5-1-1】 

貯槽の識別表示 目視検査 外観確認 １回/１年 【コンビ 5-1-29】 

目視検査 外観確認 １回/１年 【コンビ 5-1-45】 
係
る
措
置 

バ
ル
ブ
操
作
に 

バルブの開閉表示 

バルブの名称表示 

流体表示 

施錠、封印 

操作用足場、照明

等 
作動検査 点灯確認 １回/１年 

照明等で実施する。 

【コンビ 5-1-45】 

 

（２）保安距離・施設レイアウト 

検査部位／内容 検査項目 検査方法 周 期 備 考 

保安距離 距離測定 

実測 or 

目視 or 

図面確認 

１回/１年 
変更なければ省略 

【ｺﾝﾋﾞ 5-1-2､3､6～8】

保安距離緩和の障壁 目視検査 外観確認 １回/１年 【ｺﾝﾋﾞ 5-1-2､3､6～8】

設備間距離 距離測定 

実測 or 

目視 or 

図面確認 

１回/１年 変更なければ省略 

【コンビ 5-1-11～13】

火気取扱施設までの距離 距離測定 

実測 or 

目視 or 

図面確認 

１回/１年 変更なければ省略 

【コンビ 5-1-14】 

流動防止措置 目視検査 外観確認 １回/１年 【コンビ 5-1-14】 

保安区画区分・面積 目視検査 図面確認 １回/１年 変更なければ省略 

【コンビ 5-1-9】 

保安区画内の 

高圧ガス設備の位置 
距離測定 

実測 or 

目視 or 

図面確認 

１回/１年 変更なければ省略 

【コンビ 5-1-10】 

保安区画内の 

燃焼熱量数値 
記録確認 － １回/１年 変更なければ省略 

【コンビ 5-1-10】 

目視検査 外観確認 １回/１年 【コンビ 5-1-51】 
ガスの滞留防止 

（換気装置） 作動検査 作動確認 １回/１年 換気装置設置の場合 

【コンビ 5-1-51】 

計器室 目視検査 構造確認 １回/１年 【コンビ 5-1-61】 
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（２）保安距離・施設レイアウトの続き 

検査部位／内容 検査項目 検査方法 周 期 備 考 

直射日光を遮るための措

置 
目視検査 外観確認 １回/１年 【コンビ 5-1-65】 
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（３）高圧ガス設備の基礎・耐震設計構造等（表９ ＬＮＧタンクを除く） 

検査部位／内容 検査項目 検査方法 周 期 備 考 

記録確認 － １回/１年 
変更なければ省略 

【コンビ 5-1-23】 

目視検査 外観確認 １回/１年 【コンビ 5-1-23】 基 礎 

レベル測定 レベル計 １回/１年  

貯槽の沈下状況 沈下測定 レベル測定 １回/１年 【コンビ 5-1-64】 

記録確認 － １回/１年 
変更なければ省略 

【コンビ 5-1-24】 アンカー 

耐震設計構造 
目視検査 外観確認 １回/１年 【コンビ 5-1-24】 

 
（注）貯槽の沈下測定周期は、次の条件を満足すれば３年に１回とすることができる。 

   ①設置後５年以上経過したものであること。 
  ②過去３年間の沈下状況の測定結果が、次の式を満足するものであること。 

  ｈ／L≦0.005 
  ｈ：貯槽の沈下による傾斜の勾配が最大となる基礎面又は底板上の二点間 
    （以下「二点間」という。）のレベル差(単位mm) 
  Ｌ：二点間の水平距離(単位mm) 

 

（４）ガス設備（高圧ガス設備を除く） 

検査部位／内容 検査項目 検査方法 周 期 備 考 

気密構造 
リーク 

テスト 
ガス検知器等 １回/１年 【コンビ 5-1-15】 

材 料 
記録又は 

図面確認 
－ １回/１年 

変更なければ省略 

【コンビ 5-1-16】 
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（５）計装・電気設備 

周 期 
検査部位／内容 検査項目 検査方法 1 回 

/半年

1 回 

/1 年

1 回 

/2 年

備 考 

目視検査 外観確認  ○  【コンビ 5-1-20、21】

精度検査 基準計測器   ○ 【コンビ 5-1-20、21】

代替比較 

検査 
－ ○   【コンビ 5-1-20、21】

圧力計、温度計＊５ 

機能確認 模擬入力他   ○  

目視検査 外観確認  ○  【コンビ 5-1-33】 

貯槽液面計 

液面計器差 模擬入力他   ○  

電気設備の防爆構造 目視検査 外観確認  ○  【コンビ 5-1-48】 

目視検査 外観確認  ○  【コンビ 5-1-50】 
非常用自家 

発電機 
作動検査 実作動  ○  【コンビ 5-1-50】 

目視検査 外観確認  ○  【コンビ 5-1-50】 

蓄電池 

作動検査 電圧測定  ○  【コンビ 5-1-50】 

保安 

電力 

２系統受電 作動検査 電圧確認  ○  【コンビ 5-1-50】 

目視検査 外観確認  ○  【コンビ 5-1-47】 静電気除去措置 

（避雷措置含む） 

避雷、静電接地 

ボンディング等 
接地抵抗 

測定 

接地抵抗 

測定器 
 ○  【コンビ 5-1-47】 
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（６）保安・防災設備 

周 期 
検査部位／内容 検査項目 検査方法 

1回/1年 1回/2年
備 考 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-20】 
常用の温度範囲に 

戻す措置 
作動検査 

調節機能 

確認 
○  【コンビ 5-1-20】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-21】 

作動検査 模擬入力他 ○  【コンビ 5-1-21】 安全措置 

作動検査 実作動他  ○ 【コンビ 5-1-21】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-22】 

安全弁等の放出管 

測定 

実測 or 

目視 or 

図面確認 

○  
変更なければ省略 

【コンビ 5-1-22】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-49】 

インターロック＊６ 

作動検査 模擬入力他 ○  【コンビ 5-1-49】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-53】 

ガス漏えい検知警報設備 

作動検査 
サンプル 

ガス 
○  【コンビ 5-1-53】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-54】 

水消火栓 

作動検査 実作動 ○  【コンビ 5-1-54】 

目視検査 外観確認 ○   
防
火
設
備 

散水設備 

固定式放水銃 
ウォーターカーテン 

屋外給水栓 

高発泡泡沫装置 

防火水槽 

作動検査 実作動 ○  

屋外給水栓、高発泡泡

沫装置、防火水槽を除

く。 

設置数に応じて適切な

抜き取りによる。 
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（６）保安・防災設備のつづき 

周 期 
検査部位／内容 検査項目 検査方法 1 回 

/1 年 

１回 

/2 年 

備 考 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-54】 

粉末消火器 

機能検査 機能確認 ○  

設置数及び経過年に応

じて適切な抜き取りに

よる。 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-54】 

消
火
設
備 

粉末消火設備 

作動検査 試験作動 ○  
設置数に応じて適切な

抜き取りによる。 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-55､56】 

図面確認 － ○  
変更なければ省略 

【コンビ 5-1-55】 ベントスタック 

フレアスタック 

記録確認 － ○  

フレアスタック 

変更なければ省略 

【コンビ 5-1-56】 

保安用不活性ガス等 目視検査 
保有状況 

確認 
○  【コンビ 5-1-62】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 5-1-63】 
通報措置 

無線通信・ページング 
使用検査 使用確認 ○  【コンビ 5-1-63】 

ガスの置換装置 

（置換用ノズル、バルブの 

設置状況） 

目視検査 外観確認 ○   

逆流防止措置（逆止弁） 目視検査 外観確認 ○   

保安用計装空気 

（空気溜め） 
目視検査 外観確認 ○   

架 構 目視検査 外観確認 ○   
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表－１１ 導 管 

（１）コンビナート製造事業所間の導管以外の導管 

周 期 
検査部位／内容 検査項目 検査方法 

1回/1年 その他 
備 考 

設置場所 

（周囲状況） 

目視 or 

地図 or 

図面 or 

記録確認 

― ○  【コンビ 9-1】 

目視検査 
設置状況 

確認 
○  導管 

【コンビ 9-2】 
地盤面上の設置、標識 

目視検査 外観確認 ○  標識 

【コンビ 9-3】 

目視検査 外部目視 ○  【コンビ 9-5、6】 

肉厚測定 
超音波厚さ

計等 
 ○ 

目視検査で導管に減肉

が認められた場合に、

必要に応じて実施。 

【コンビ 9-5、6】 
耐圧性能・強度 

非破壊検査 ＰＴ､ＵＴ等  ○ 
目視検査で異常が認め

られた場合に、必要に

応じて実施。 

気密性能 
リーク 

テスト 

ガス検知器

等 
○  【コンビ 9-5】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 9-7】 
腐食防止措置 

応力吸収措置 対地電位 

測定 
電位測定器 ○  電気防食の場合 

【コンビ 9-7】 

温度上昇防止措置 目視検査 外観確認 ○  【コンビ 9-8】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 9-9】 
圧力上昇防止措置 

（安全弁） 
作動検査 実作動他  ○ ２年に１回 

【コンビ 9-9】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 9-11】 

通報措置 

使用検査 使用確認 ○  【コンビ 9-11】 

 



 25

（２）コンビナート製造事業所間の導管   

周 期 
検査部位／内容 検査項目 検査方法 

1回/1年 その他 
備 考 

設置場所 

（周囲状況） 

目視 or 

地図 or 

図面 or 

記録確認 

― ○  【コンビ 10-1】 

目視検査 外部目視 ○  【コンビ 10-1】 

肉厚測定 
超音波厚さ

計等 
 ○ 

目視検査で導管に減肉

が認められた場合に、

必要に応じて実施。 

【コンビ 10-1】 
耐圧性能・強度 

非破壊検査 ＰＴ､ＵＴ等  ○ 
目視検査で異常が認め

られた場合に、必要に

応じて実施。 

気密性能 
リーク 

テスト 

ガス検知器

等 
○  【コンビ 10-1】 

温度上昇防止措置 目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-1】 

目視検査 外観確認 ○   

【コンビ 10-1】 圧力上昇防止措置 

（安全弁） 
作動検査 実作動他  ○ ２年に１回 

【コンビ 10-1】 

標識 目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-2】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-3】 

腐食防止措置 
対地電位 

測定 
電位測定器 ○  電気防食の場合 

【コンビ 10-3】 

材料 
記録又は 

図面確認 
－ ○  

変更なければ省略 

【コンビ 10-4】 

構造 
記録又は 

図面確認 
－ ○  【コンビ 10-5】 

伸縮吸収措置 目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-6】 

接合及びフランジ接合 

部の点検可能措置 
目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-7、8】 
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（２）コンビナート製造事業所間の導管のつづき 

周 期 
検査部位／内容 検査項目 検査方法 

1回/1年 その他 
備 考 

溶接 
記録 or 

図面確認 
－ ○  

変更なければ省略 

【コンビ 10-9】 

設置状況の確認 目視検査 
設置状況 

確認 
○  

変更なければ省略 

【コンビ 10-10～23】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-25、29】 

ガス検知警報設備 

作動検査 
サンプル 

ガス 
○  【コンビ 10-25、29】 

運転状態監視措置 目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-26】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-27】 

異常時の警報措置 

作動検査 実作動他 ○  【コンビ 10-27】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-28】 

安全制御装置 

作動検査 実作動他 ○  【コンビ 10-28】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-30】 

緊急遮断装置等 

作動検査 実動作 ○  【コンビ 10-30】 

目視検査 
外観、周囲

状況確認 
○  【コンビ 10-32】 

感震装置等 

作動検査 実動作 ○  【コンビ 10-32】 

保安用接地等 目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-33】 

絶縁 目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-34～36】 

落雷影響回避措置 

（避雷設備） 
目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-37】 
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（２）コンビナート製造事業所間の導管のつづき 

周 期 
検査部位／内容 検査項目 検査方法 

1回/1年 その他 
備 考 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-38】 非常用自家

発電機 
作動検査 実作動 ○  【コンビ 10-38】 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-38】 
蓄電池 

作動検査 電圧測定 ○  【コンビ 10-38】 

保安電力 

２系統受電 作動検査 電圧確認 ○  【コンビ 10-38】 

巡回監視車等 目視検査 外観確認 ○  【コンビ 10-39】 

 

表－１２ その他 

周 期 
検査部位／内容 検査項目 検査方法 

1回/1年 その他 
備 考 

目視検査 外観確認 ○  【コンビ 11-2】 
コンビナート製造者の 
連絡用直通電話 

使用検査 使用確認 ○  【コンビ 11-2】 
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【解説】 

＊１ 「検査」とは、主として検査機器を使用して、一定期間毎に各部位の計測又は作動状況等

を検査することをいう。ただし、目視検査は検査機器を使用せずに目視により実施する場

合を含む。 

＊２ 検査の対象部位、項目、方法、周期等を具体的に定める際の考え方を以下に示す。 

（１） 検査部位 

設備の機能、性能を常に維持するために、経年変化のおそれのある部位を選定する。 

（２） 検査の項目及び方法 

使用状況に応じた適切な点検・検査の項目及び方法を選択する。以下に、目視検査、肉

厚測定等、非破壊検査、リークテストを行う際の考え方を示す。 

（ａ）目視検査 

目視検査は、主に目視により機器の外面又は内面（開放時）の各部位に、損傷、

腐食、摩耗、浸食、変形、汚れ、その他の異常のないことを確認する。ただし、保

温、保冷が施工してある機器については保温材、保冷材の損傷、その他について異

常のないことを確認する。 

開放を実施している機器については主に目視により内面の腐食、損傷、磨耗、変

形、浸食、その他について異常のないことを確認する。また、伝熱管については曲

り、浸食、汚れ等について異常のないことを確認する。 

（ｂ）肉厚測定 

肉厚測定は、耐圧部分に目視検査で減肉を認めた場合、超音波厚さ計等を用いて

行い、強度上必要な肉厚を維持していることを確認する。 

ここで、肉厚が前回測定値と比べて減少している場合は、その減肉速度により次回 

検査までの減肉量を算出し、得られた予想肉厚が強度計算に用いられる最小肉厚（腐 

れしろを除く）を下回らないことを確認する。 

なお、肉厚測定が省略できる場合の例を次に示す。 

（ⅰ）ステンレス鋼その他の耐食性材料であって、腐食による減肉がなく、かつ使 

用条件から摩耗のないもの。 

（ⅱ）防食コーティングを施工しているもので、コーティングが健全なもの。 

（ｃ）非破壊検査 

非破壊検査は、耐圧部分の溶接線について、目視検査で異常を認めた場合、その健

全性を確認する。具体的には、対象とする部位の材料、構造及び経年変化の要因に

応じて浸透探傷試験（ＰＴ）、超音波探傷試験（ＵＴ）、渦流探傷試験（ＥＴ）＊＊１、

放射線透過試験（ＲＴ）の中から適切な探傷方法を選び、有害な欠陥のないことを

確認する。 
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（ｄ）リークテスト 

リークテストは、経年変化のおそれのあるシール部と検査のために開放した後に 

組み立てたシール部を対象として、それぞれのシール性能について確認するもので 

ある。ここで、検査対象となる部位は、フランジ継手部、ねじ継手部、弁グランド 

部等である。 

具体的な検査方法は、運転状態若しくは運転を停止した状態又は開放した場合は組 

み立て後に運転圧力以上に加圧した状態において、以下に示す方法から適切な方法 

を選択して行う。 

（ⅰ）発泡液をシール部に塗布し、泡が認められるか否かで判定する。 

（ⅱ）検査に用いるガス（実ガスを含む）の濃度が１％以下の警報設定値で作動する

ガス検知器を使用して、当該検知器が作動しないことにより判定する＊＊１。 

（ⅲ）被検査部分の容積及び最高使用圧力に応じて、気密保持時間以上保持し、その 

始めと終わりとの測定圧力が圧力測定器具の許容誤差範囲内にあることを確認 

することにより判定する。 

＊＊１ 次に示すような場合は、ガス濃度１％程度の警報設定値で作動するガス検

知器を用いて検知することができる。 

 

 ＜測定箇所及び指針＞ 

  ① 保冷材または防音材が施工されている配管フランジ部で検知用チューブが設

置されている（下図参照）または注射器で吸引して実施する場合。 

  ② 保冷材または保温材が施行されていない配管フランジ部で、ガムテープ等で

覆い一箇所に穴を開けて実施する場合。 

 

（３） 検査の周期 

検査の周期は、法定の検査周期、機器の使用状況、経年変化部位の状況等を踏まえ、

適切に設定する。なお、消防法の適用をうける消防設備の点検については、消防法の規

定に従うものとする。 
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＊３ 検査方法、判定及び措置の例を解表－１～９に示す。 

＊４ 設備の維持管理では、外観目視検査が特に重要であるため、これらの検査が容易に行える 

   ように、計画、設計、建設段階より、レイアウト、機器、歩廊及びステージの配置等につ 

   いて配慮しておくこと。 

  ＊５ ＬＮＧ受入基地設備において、コンビ則第５条第１項２０号、製造細目告示第６条の規定 

     に対応する温度計とは、次の箇所に設置された温度計である。 

   ①ＬＮＧ気化器出口 

   ②ＢＯＧ圧縮機出口 

  ＊６ ＬＮＧ受入基地設備において、コンビ則第５条第１項４９号規定に対応するインターロッ 

          クとは、次のものである。 

   ①ＬＮＧタンクレベル高による受入遮断弁閉止インターロック 

   ②ＬＮＧ気化器出口温度低による気化器トリップ（入口遮断弁閉止）インターロック 

   ③ローディングアーム過旋回による遮断弁閉止動作インターロック 

＊７ 本書で規定する検査記録とは別に、設計計算書、完成図面、建設記録、検査成績書、機器   

取扱説明書等を保管し、維持管理に活用する。 

【参考】 

＊＊１ 渦流探傷試験について定めた規格には以下のようなものがある。 

     JIS G 0568(1993) 「鋼の貫通コイル法による渦流探傷試験方法」 

     JIS G 0583(2000)  「鋼管の渦流探傷試験方法」 



 31

解表－１ ＬＮＧ桟橋設備 

１．１年に１回の検査 

（１）ローディングアーム 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 
目視により、変形、破損、その

他異常の有無を確認する。 

本 体 
リーク 

テスト 

スイベルジョイント部等の漏え

い量の確認を行い異常のないこ

とを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

２．その他 

（１）ローディングアーム 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

本 体 分解点検 

スイベルジョイント部等の分解

点検、漏えい量の確認を行い、

目視、寸法検査等により、異常

のないことを確認する。分解点

検に合わせて、必要に応じて非

破壊検査（ＰＴ等）により溶接

部の健全性を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、部品の交換、そ

の他状況に応じた処置をする。 
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解表－２ ＬＮＧ気化器 

１．１年に１回の検査 

（１）オープンラック式 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により、変形、破損、メタ

リコンの異常、その他異常の有

無を確認する。 
フィンチューブ 

及び 

ヘッダーパイプ リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フィンチ

ューブとヘッダーパイプの溶接

部についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

 

 

 

（２）サブマージド式 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 
目視により、変形、破損、その

他異常の有無を確認する。 
気化器チューブ 

及び 
マニホールド リーク 

テスト 

ガス検知器等により、気化器チ

ューブとマニホールドの溶接部

についてリークテストを行い、

異常のないことを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

 

（３）シェルアンドチューブ式 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 
目視により、変形、破損、その

他異常の有無を確認する。 
中間熱媒体 
凝 縮 器 

（LNG 気化器） 
リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

目視検査 
目視により、変形、破損、その

他異常の有無を確認する。 
中間熱媒体 

蒸 発 器 リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

目視検査 
目視により、変形、破損、その

他異常の有無を確認する。 

アフターヒータ 

リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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＜解表－２の続き＞ 

（４）温水槽式（電気ヒータ式含む） 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 
目視により、変形、破損、その

他異常の有無を確認する。 
チューブ 

及び 

管寄せ リーク 

テスト 

ガス検知器等により、チューブ

とマニホールドの溶接部につい

てリークテストを行い、異常の

ないことを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

 

 

 

２．３年に１回の検査 

（１）サブマージド式 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

気化器チューブ 

及び 

マニホールド 

目視検査 

水槽の水抜きを行い、目視によ

り、変形、破損、その他異常の

有無を確認する。 

水槽 目視検査 

水槽の水抜きを行い、目視によ

り、割れ、破損、劣化、その他

異常の有無を確認する。 

エアーブロワ 目視検査 

水槽の水抜きを行い、目視によ

り、発錆、変形損傷、その他異

常の有無を確認する。 

バーナ 目視検査 

水槽の水抜きを行い、目視によ

り、発錆、損傷、その他異常の

有無を確認する。 

ダウンカマー 目視検査 

水槽の水抜きを行い、目視によ

り、腐食、損傷、その他異常の

有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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＜解表－２の続き＞ 

（２）シェルアンドチューブ式 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

中間熱媒体 
凝 縮 器 

（LNG 気化器） 

目視検査 

開放を行い、目視、寸法検査等

により、チャンネルカバー、胴

板、管板、チューブ等の変形、

破損、腐食、その他異常の有無

を確認する。 

中間熱媒体 

蒸 発 器 
目視検査 

開放を行い、目視、寸法検査等

により、チャンネルカバー、胴

板、管板、チューブ等の変形、

破損、腐食、その他異常の有無

を確認する。 

アフターヒータ 目視検査 

開放を行い、目視、寸法検査等

により、チャンネルカバー、胴

板、管板、チューブ等の変形、

破損、腐食、その他異常の有無

を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

（３）温水槽式（電気ヒータ式含む） 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

水   槽 外 観 

水槽の水抜き等（注）を行い、目

視により、変形、劣化、その他

異常の有無を確認する。 

チューブ及び 

管寄せ 
外 観 

水槽の水抜きを行い、目視によ

り変形、破損、その他異常の有

無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

（注）：温水槽式は水抜きを行い、電気ヒータ式は、ヒータの取り外しを行う。
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３．その他 

（１）オープンラック式 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

メタリコン 

検査 

メタリコン膜厚計によるフィ

ンチューブ付け根部、ヘッダパ

イプのメタリコン膜厚測定お

よびフィンチューブ付け根部、

ヘッダパイプの寸法検査（外径

計測）を行い、異常のないこと

を確認する。また、測定データ

により余寿命管理を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、メタリコンの再

溶射等状況に応じた処置をする。

フィンチューブ 

及び 
ヘッダーパイプ 

非破壊検査 

目視等により、溶接部に変形、

破損、メタリコンの剥離、その

他異常が認められた場合、必要

に応じて非破壊検査（ＰＴ等）

を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

散 水 装 置 外 観 

目視により、腐食、変形、破損、

散水ノズルの詰まり、その他異

常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

（２）サブマージド式 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

非破壊検査 

水抜き時の目視検査結果によ

り、溶接部について、必要に応

じて非破壊検査（ＰＴ等）を行

う。 
気化器チューブ 

及び 
マニホールド 

肉厚測定 

水抜き時の目視検査において、

チューブサポート部分の腐食

による減肉を認めた場合等に、

超音波肉厚測定器等を用いた

肉厚測定を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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（３）シェルアンドチューブ式 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

非破壊検査 

開放時の目視検査結果により、

必要に応じて非破壊検査（Ｐ

Ｔ､ＵＴ､ＥＴ等）を行う。 中間熱媒体凝

縮器･蒸発器

及びアフター

ヒータ 肉厚測定 

開放時の目視検査結果により

減肉を認めた場合に、超音波肉

厚測定器等を用いた肉厚測定

を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

（４）温水槽式（電気ヒータ式含む） 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

非破壊検査 

水抜き時の目視検査結果によ

り、溶接部について、必要に応

じて非破壊検査（ＰＴ等）を行

う。 チューブ 

及び 

管寄せ 

肉厚測定 

水抜き時の目視検査結果におい

て、チューブサポート部分の腐

食による減肉を認めた場合等

に、超音波肉厚測定器等を用い

た肉厚測定を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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解表－３ ＬＮＧ容器・ＬＮＧ熱交換器 

１．１年に１回の検査 

（１）ＬＮＧ容器（注１） 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

外部からの目視により変形、破

損、その他異常の有無を確認す

る。 

本 体 

リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。
（注２） 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

（注１）ＬＮＧ容器として、ＢＯＧ圧縮機入口サクションドラム、ブローダウンドラム等がある。 

（注２）経年変化の恐れのあるシール部を対象とする。検査のため、開放した場合は組み立て後の 

シール部を対象とする。 

 

 

（２）ＬＮＧ熱交換器（注１） 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

外部からの目視により変形、破

損、その他異常の有無を確認す

る。 

本 体 

リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。
（注２） 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

（注１）ＬＮＧ熱交換器として、液－液熱調付ＯＲＶのプレヒータパネル、シェルアンドチューブ式

気化器のＮＧ加温器等がある。 

（注２）経年変化の恐れのあるシール部を対象とする。検査のため、開放した場合は組み立て後のシ

ール部を対象とする。 

 

 

２．３年に１回の検査 

（１）ＬＮＧ熱交換器 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

本 体 目視検査 

開放を行い、目視、寸法検査等

により、チャンネルカバー、胴

板、管板、チューブ等の変形、

破損、腐食、その他異常の有無

を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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３．その他 

（１）ＬＮＧ容器 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

本 体 非破壊検査 

目視検査結果により、溶接部に

ついて、必要に応じて非破壊検

査（ＰＴ、ＵＴ等）を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

（２）ＬＮＧ熱交換器 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

非破壊検査 

開放時の目視検査結果により、

溶接部について、必要に応じて

非破壊検査（ＰＴ、ＵＴ、ＥＴ

等）を行う。 
本 体 

肉厚測定 

開放時の目視検査結果におい

て、減肉を認めた場合に、超音

波肉厚測定器等を用いた肉厚測

定を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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解表－４ ＬＮＧ配管（注） 

１．１年に１回の検査 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

外部からの目視により変形、破

損、その他異常の有無を確認す

る。 
本 体 

リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

（注）ＬＮＧ配管には弁類等の配管付属品、伸縮継手、計装用導圧配管を含む。 

 

 

２．その他 

検 査 設 備 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

非破壊検査 

目視検査結果により、溶接部に

ついて、必要に応じて非破壊検

査（ＰＴ、ＵＴ等）を行う。 

本 体 

肉厚測定 

ＬＮＧポンプ等の分解点検時

に浸食が想定される箇所につ

いて肉厚測定を行い、異常の有

無を確認する。また、測定デー

タにより、余寿命管理を行う。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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解表－５ ＮＧ配管（注） 

１．１年に１回の検査 

検 査 設 備 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

外部からの目視により変形、破

損、その他異常の有無を確認す

る。 

本 体 

リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

（注）ＮＧ配管には弁類等の配管付属品、伸縮継手、計装用導圧配管を含む。 

 

２．その他 

検 査 設 備 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

非破壊検査 

目視検査結果により、溶接部に

ついて、必要に応じて非破壊検

査（ＰＴ、ＵＴ等）を行う。 

本 体 

肉厚測定 

目視検査において減肉を認めた

箇所について、超音波肉厚測定

器等を用いた肉厚測定を行い、

異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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解表－６ ＬＮＧポンプ 

１．１年に１回の検査 

検査部位 検査項目 検査方法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

外部からの目視により変形、破

損、その他異常の有無を確認す

る。 
バレル 

（ﾎﾟｯﾄ式） 

ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ 

含む リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等のリークテストを行い、異

常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

２．その他（運転時間、振動測定結果等から決定して行う検査） 

検査部位 検査項目 検査方法 判 定 及 び 処 置 

ポンプ本体 分解点検 

分解を行い､目視､寸法検査等に

より、 

・インペラ、ケーシング等の 

 破損 

・ベアリングの破損、摩耗 

・シャフトの曲がり 

その他異常の有無を確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、部品の交換、修

理等必要に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、 

・端子部のゆるみ､汚れ､損傷 

・回転子の鉄心の損傷 

・固定子の鉄心､コイルの損傷 

その他異常の有無を確認する。

絶縁抵抗 

絶縁抵抗測定器により、絶縁抵

抗値が規定範囲内にあることを

確認する。 

モータ 

巻線抵抗 

ブリッジ抵抗測定器等により、

巻線抵抗値が規定範囲内にある

ことを確認する。 

バレル 

（ﾎﾟｯﾄ式） 

ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ 

含む 

目視検査 

ポンプ分解時の目視により、変

形、破損、その他異常の有無を

確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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解表－７ ＢＯＧ圧縮機・戻りガスブロワ 

１．１年に１回の検査 

検査部位 検査項目 検査方法 判 定 及 び 処 置 

圧縮機 

ブロワ 

本体 

リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等のリークテストを行い、異

常のないことを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速 

やかに原因を調査し、部品の交換、

修理等必要に応じた処置をする。

目視検査 

外部からの目視により変形、破

損、その他異常の有無を確認す

る。 

ガスクーラ 

リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

目視検査 

外部からの目視により変形、破

損、その他異常の有無を確認す

る。 
スナバー  

タンク 
リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 



 43

 

２．その他（運転時間、振動測定結果等から決定して行う検査） 

検査部位 検査項目 検査方法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

 

（往復式ＢＯＧ圧縮機） 

分解を行い、目視、寸法検査等

により、 

・耐圧部の変形、損傷 

・吸入弁、吐出弁の変形、破損

・ライダーリング、ピストンリ

ングの摩耗、損傷 

・ピストンロッド摺動面の摩耗、

損傷 

・軸受けメタルの摩耗、損傷［必

要に応じＰＴ等を実施］ 

その他異常の有無を確認する。

（遠心式ＢＯＧ圧縮機及び戻り

 ガスブロワ） 

分解を行い、目視、寸法検査等

により、 

・耐圧部の変形、損傷 

・インペラー、ケーシング等の

損傷 

・軸シール当り面の傷 

・軸受けメタルの摩耗、損傷 

［必要に応じＰＴ等を実施］ 

その他異常の有無を確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速 

やかに原因を調査し、部品の交換、

修理等必要に応じた処置をする。

圧縮機 

ブロワ 

本 体 

肉厚測定 

分解点検時の目視検査にて、耐

圧部に減肉を認めた場合に超音

波肉厚測定器等を用いた肉厚測

定を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速 

やかに原因を調査し、部品の交換、

修理等必要に応じた処置をする。
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＜解表－７の続き＞ 

検査 部 位 検査項目 検査方法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

分解を行い、本体目視、寸法検

査等により、チャンネルカバー、

胴板、管板、チューブ等の変形、

破損、腐食、その他異常の有無

を確認する。 ガスクーラ 

非破壊検査 

分解時の目視検査結果により、

異常を認めた場合、必要に応じ

て非破壊検査（ＰＴ、ＵＴ、Ｅ

Ｔ等）を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

非破壊検査 

目視検査結果により、溶接部に

ついて、必要に応じて非破壊検

査（ＰＴ、ＵＴ等）を行う。 
スナバー 

タンク 

肉厚測定 

目視検査において、減肉を認め

た場合に、超音波肉厚測定器等

を用いた肉厚測定を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

目視検査 

目視により、 

・端子部のゆるみ､汚れ､損傷 

・回転子の鉄心の損傷 

・固定子の鉄心、コイルの損傷

その他異常の有無を確認する。

絶縁抵抗 

絶縁抵抗測定器により、絶縁抵

抗値が規定範囲内にあることを

確認する。 

モータ 

巻線抵抗 

ブリッジ抵抗測定器等により、

巻線抵抗値が規定範囲内にある

ことを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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解表－８ ＬＮＧローリー出荷設備 

 

１．１年に１回の検査 

（１）ローディングアーム 

検査設備 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 
目視により、変形、破損、その

他異常の有無を確認する。 

本 体 
リーク 

テスト 

スイベルジョイント部等の漏え

い量の確認を行い異常のないこ

とを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

（２）フレキシブルチューブ 

検査設備 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

耐圧検査 

 

安全性に十分配慮した上で、常

用の圧力の 1.25 倍以上の圧力

で空気、窒素等の気体を用いて

耐圧試験を行う。昇圧は、まず

常用の圧力又は耐圧試験圧力の

1/2 の圧力まで昇圧し、その後

常用の圧力又は耐圧試験圧力の

1/10 の圧力ずつ段階的に昇圧

する。 

 

(1)耐圧圧力に達したときに漏えい

等の異常がなく、また、その後圧

力を下げて常用の圧力にしたとき

にふくらみ、伸び、漏えい等の異

常がない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
本 体 

リーク 

テスト 

ガス検知器等により、ホース部

分についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

２．その他（製作メーカーの推奨時期、経年変化等から決定して行う検査） 

（１）ローディングアーム 

検査設備 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

本 体 分解点検 

スイベルジョイント部等の分解

点検、漏えい量の確認を行い、

目視、寸法検査等により、異常

のないことを確認する。分解点

検に合わせて、必要に応じて非

破壊検査（ＰＴ等）により溶接

部の健全性を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、部品の交換、そ

の他状況に応じた処置をする。 
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解表－９ ＬＮＧタンク 

１．１年に１回の検査 

（１）地上式ＬＮＧタンク 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 
目視により、変形、損傷、その

他の異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速   

 やかに原因を調査して修理等の状

況に応じた処置をする。 
安全措置 

(タンク安全弁) 

作動検査 
作動圧力が規定範囲内にあるこ

とを確認する。 

(1)作動圧力が規定範囲内にある場

合は合格とする。 

(2)作動圧力が規定範囲から外れて

いる場合は、調整又は分解点検等

を実施し正常な値にする。 

目視検査 
目視により、変形、損傷、その

他の異常の有無を確認する。 
負圧防止措置 

作動検査 
模擬信号入力により、確実に作

動することを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速   

 やかに原因を調査して修理等の状

況に応じた処置をする。 

 

目視検査 
目視により、変形、損傷、その

他異常の有無を確認する。 

緊急遮断装置 

作動検査 

模擬入力、その他の方法により、

確実に作動することを確認す

る。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等の状況に

応じた処置をする。 

内外槽間 ガス検知 
内外槽間のガス検知を行い異常

の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して状況に応じた処

置をする。 

貯槽液面計 目視検査 
目視により、変形、損傷、その

他異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して調整等の状況に

応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、以下の事項を確認

する。 

(1) 本体に亀裂、損傷、その他

の異常の有無 

(2) 周辺地盤に陥没、貫通穴等

の異常の有無 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して修理等の状況

に応じた処置をする。 

流出防止措置 

（防液堤） 

寸法測定 

当該流出防止措置の主要な寸法

を、巻き尺その他の測定器具を

用いた実測により確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して状況に応じた

処置をする。 

防液堤内の排水

装置（ＰＣＬＮ

Ｇ貯槽は除く） 

目視検査 

 

五感により、異音、振動、その

他異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して状況に応じた

処置をする。 
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（１）地上式ＬＮＧタンクのつづき 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 
目視により設備の設置状況を確

認する。 

防液堤内外の設

備設置 

距離測定 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって距離測定に代える。変

更がある場合、設備間距離の確

保状況について、巻き尺その他

の測定器具を用いた保安距離の

実測による検査又は図面上で確

認する。ただし、規定の距離を

満たしていることが目視又は図

面により容易に判定できる場合

は、目視又は図面で確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、状況に応じ

た処置をする。 

目視検査 
目視により、変形、損傷、腐食、

その他異常の有無を確認する。
貯槽の温度上昇

防止措置 

作動検査 

実作動による放水検査を実施

し、確実に作動することを確認

する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して修理等状況に応

じた処置をする。 

 

 

記録確認 

地盤の許容支持力等と重量物の

荷重の関係について、記録によ

り確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 
基礎 

目視検査 

貯槽の支柱（底部）と基礎の緊

結状況について、腐食、損傷、

変形その他の異常のないことを

確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して修理等状況に応

じた処置をする。 

貯槽の沈下状況 沈下測定 

予め定められた点の鉛直方向を

レベル計によって測定し、異常

な沈下が無いことを確認する。

測定結果から沈下の程度とそれに対

する措置は、例示基準45.2項による。

記録確認 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって記録確認に代える。変

更がある場合、耐震設計構造に

係る計算結果等について、記録

により確認する。 

耐震設計構造 

（アンカー） 

（ＰＣＬＮＧ 

  貯槽は除く） 

目視検査 
目視により、腐食、変形、その

他異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 
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（１）地上式ＬＮＧタンクのつづき 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

外 槽 
目視検査 

 

目視により、次の事項を確認す

る。 

(1) 塗膜の損傷及び底板の腐食

防止措置等。 

(2) 変形、損傷、腐食、着霜、

その他の異常の有無 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 

ﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞﾀﾝｸ 外 観 

目視により、次の事項を確認す

る。 

(1) 塗膜の損傷及び底板の腐食 

  防止措置等。 

(2)変形、損傷、腐食、その他の

異常の有無。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 

目視検査 
目視により、腐食、変形、破損、

その他異常の有無を確認する。貯槽配管の 

バルブ 
作動検査 

良好に作動することを確認す

る。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して修理等状況に応

じた処置をする。 
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（２）地下式ＬＮＧタンク 
検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 
目視により、変形、損傷、その

他の異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速   

 やかに原因を調査するとともに、

取替等状況に応じた処置をする。
安全措置 

(タンク安全弁) 

作動検査 
作動圧力が規定範囲内にあるこ

とを確認する。 

(1)作動圧力が規定範囲内にある場

合は合格とする。 

(2)作動圧力が規定範囲から外れて

いる場合は、調整又は分解点検等

を実施し正常な値にする。 

目視検査 
目視により、変形、損傷、その

他の異常の有無を確認する。 

負圧防止措置 

作動検査 

模擬信号によりインターロック

機構を動作させ、操作端へ正常

に出力されることを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速   

 やかに原因を調査して修理等の状

況に応じた処置をする。 

 

 

目視検査 
目視により、変形、損傷、その

他異常の有無を確認する。 

緊急遮断装置 

作動検査 

模擬入力、その他の方法により、

確実に作動することを確認す

る。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等の状況に

応じた処置をする。 

貯槽液面計 目視検査 
目視により、変形、損傷、その

他異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して調整等の状況に

応じた処置をする。 

目視検査 
目視により、変形、損傷、腐食、

その他異常の有無を確認する。
貯槽の温度上昇

防止措置 
作動検査 

実作動による放水検査を実施

し、確実に作動することを確認

する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2) 異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して修理等状況に

応じた処置をする。 

 

 

屋 根 目視検査 

目視により、表面状態を検査し、

腐食、異常な変形、塗膜の損傷、

その他異常の有無を確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合はガス漏

えい検知器、その他の方法により、

漏えいの有無を確認するととも

に、速やかに原因を調査し、塗装

補修等状況に応じた処置をする。

側 壁 
レベル 

測定 

あらかじめ定められた点の鉛直

変位をレベルにより確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査するとともに、配管

又は架台との相対変位等があらか

じめ定められた範囲内にあること

を検討し、状況に応じた処置をす

る。 
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（２）地下式ＬＮＧタンクのつづき 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

雨水排水溝 外 観 
目視により、変形、損傷、腐食、

その他異常の有無を確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査するとともに、分解

点検等状況に応じた処置をする。

周囲地盤 外 観 
目視により、変形、損傷、その

他異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査するとともに、補修

等状況に応じた処置をする。 

目視検査 
目視により、腐食、変形、破損、

その他異常の有無を確認する。
貯槽配管の 

バルブ 

作動検査 
良好に作動することを確認す

る。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して修理等状況に応

じた処置をする。 
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＜解表－９の続き＞ 

２．２年に１回の検査 

（１）地上式ＬＮＧタンク 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

負圧防止措置 

(真空安全弁) 
作動検査 

作動試験又は分解点検等によ

り、作動圧力が規定範囲内にあ

ることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速   

 やかに原因を調査して修理等の状

況に応じた処置をする。 

貯槽内液 

（液面計） 

液面計 

器差 

模擬入力、その他の方法により、

計測機能が正常であることを確

認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して調整等の状況に

応じた処置をする。 

 

（２）地下式ＬＮＧタンク 

検査部位 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

貯槽液面計 

（液面計） 

液面計 

器差 

模擬入力、その他の方法により、

計測機能が正常であることを確

認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して調整等の状況に

応じた処置をする。 
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解表－１０ 共通項目 

１．警戒標等 

（１）１回／年の検査 

検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

境界線、警戒標 目視検査 

目視により、腐食、損傷、変形、

汚れ、その他異常の有無を確認

する。また、取付位置、方向、

記載事項等も確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

貯槽の識別表示 目視検査 

①貯槽本体への塗色、ガス名朱

書き書又は標紙等貼付による

場合：当該措置が明確・明瞭

であることを確認する。 
②標識の掲示による場合： 
 腐食、損傷、変形、汚れその

他の異常のないことを確認す

る。また、取付位置、方向記

載事項等も確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、下記のことを確認

する。 

①標示板等： 
 腐食、損傷、変形、汚れその

他の異常のないことを確認す

る。 
②名称又は塗色等の表示及び流

 れ方向の表示： 
当該措置が明確・明瞭である

 ことを確認する。 
③施錠、封印等： 
 腐食、損傷、変形その他の異

常のないことを確認する。 
④操作用足場及び照明等： 
 腐食、損傷、変形、汚れその

 他の異常のないことを確認す

 る。 

バルブ操作に 

係る措置 

（誤操作防止） 

作動検査 
照明等の点灯状況について、点

灯させて確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。 

(2) 異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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２．保安距離・施設レイアウト等 

（１）１年に１回の検査 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

保安距離 距離測定 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって距離測定に代える。変

更がある場合、保安距離の確保

状況について、巻き尺その他の

測定器具を用いた保安距離の実

測による検査又は図面上で確認

する。ただし、規定の距離を満

たしていることが目視又は図面

により容易に判定できる場合

は、目視又は図面で確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、状況に応じ

た処置をする。 

保安距離緩和の

障壁 
目視検査 

目視により、外観に破損、変形

その他の異常のないことを確認

する。また、位置、方向等も確

認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

設備間距離 距離測定 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって距離測定に代える。変

更がある場合、設備間距離の確

保状況について、巻き尺その他

の測定器具を用いた保安距離の

実測による検査又は図面上で確

認する。ただし、規定の距離を

満たしていることが目視又は図

面により容易に判定できる場合

は、目視又は図面で確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、状況に応じ

た処置をする。 

火気取扱施設ま

での距離 
距離測定 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって距離測定に代える。変

更がある場合、火気取扱施設ま

での距離の確保状況について、

巻き尺その他の測定器具を用い

た保安距離の実測による検査又

は図面上で確認する。ただし、

規定の距離を満たしていること

が目視又は図面により容易に判

定できる場合は、目視又は図面

で確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、状況に応じ

た処置をする。 

流動防止措置 目視検査 

目視により、外観に破損、変形

その他の異常のないことを確認

する。また、位置、方向等も確

認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 
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２．保安距離・施設レイアウト等（１）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

保安区画区分・

面積 
目視検査 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって目視及び図面確認に代

える。変更がある場合、保安区

画の区分の状況及び面積につい

て、目視（図面上での確認を含

む）により確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、状況に応じ

た処置をする。 

保安区画内の 

高圧ガス設備の

位置 

距離測定 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって距離測定及び記録確認

に代える。変更がある場合、隣

接保安区画内の高圧ガス設備に

対する距離の確保状況につい

て、巻き尺その他の測定器具を

用いた距離の実測による確認又

は図面上で確認する。ただし、

規定の距離を満たしていること

が目視又は図面により容易に判

定できる場合は、目視又は図面

により確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、状況に応じ

た処置をする。 

保安区画内の 

燃焼熱量数値 
記録確認 

前回からの変更の有無を確認し

、変更のない場合はその確認を

もって距離測定及び記録確認に

代える。変更がある場合、保安

区画内の高圧ガス設備の燃焼熱

量の合計の数値が規定値以下で

あることを、記録により確認す

る。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、状況に応じ

た処置をする。 

目視検査 

目視により開口部、換気装置等

の外観に破損、変形その他の異

常のないことを１年に１回以上

確認する。 
ガスの滞留防止

（換気装置） 

作動検査 

実作動させ、換気装置の機能に

ついて、確実に作動することを

確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

計器室 目視検査 

目視により構造（取付位置、方

向を含む）について破損、変形

その他の異常のないことを確認

する。また、保圧措置を講じて

いる場合はその確認も行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

直射日光を遮る

ための措置 
目視検査 

目視により、屋根の外観（取付

位置、方向、使用材料等を含む）

について損傷、変形その他の異

常のないことを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 
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３．高圧ガス設備の基礎・耐震設計構造等（表９ ＬＮＧタンクを除く） 

（１）１年に１回の検査 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

記録確認 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって記録確認に代える。変

更がある場合、地盤の許容支持

力等と重量物の荷重の関係につ

いて、記録により確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、状況に応じ

た処置をする 

目視検査 

基礎及び貯槽の支柱（底部）と

基礎の緊結状況について、腐食、

損傷、変形その他の異常のない

ことを確認する 

基 礎 

レベル 

測定 

予め定められた点の鉛直方向を

レベル計によって測定し、異常

な沈下が無いことを確認する。

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

貯槽の沈下状況 沈下測定 

予め定められた点の鉛直方向を

レベル計によって測定し、異常

な沈下が無いことを確認する。

測定結果から沈下の程度とそれに対

する措置は、例示基準45.2項による。

記録確認 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって記録確認に代える。変

更がある場合、耐震設計構造に

係る計算結果等について、記録

により確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、状況に応じ

た処置をする 

耐震設計構造 

（アンカー） 

目視検査 

基礎立ち上り部、ベースプレー

ト、スカート、サドル、支柱及

び本体接合部、アンカーボルト

等について、腐食、損傷、変形

その他の異常のないことを確認

する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

 

４．ガス設備（高圧ガス設備を除く） 

（１）１年に１回の検査 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

気密構造 
リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等のリークテストを行い、異

常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

材料 
記録又は 

図面確認 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって記録または図面確認に

代える。変更がある場合、記録

又は図面により確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 
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５．計装・電気設備 

（１）半年に１回の検査 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

圧力計、温度計 
代替比較

検査＊１ 

比較温度計または圧力計＊２と

の指示差を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して調整等の状況に

応じた処置をする。 

 

＊１下記の全ての要件を満たし比較検査を行う場合、２年に１回の精度検査に代えることができる。 

 （以下では温度計の場合を示すが、圧力計の場合、「温度」を「圧力」と読み替えるものとする。 

＊２、＊＊１も同じ。） 

①流体条件、振動、温度条件等、設置環境により劣化を生じる場合にあっては、その劣化を勘案

した余寿命が次回停止検査までの期間以上であること。 

②当該温度計と比較温度計との間で応答に遅れ＊６が生じないこと。 

③比較温度計との比較を２年以上の期間において半年に１回以上行い、当該温度計と比較温度計

との指示差（一定差で推移している場合は指示差の振れ幅）が（２）で示す許容差以内である

こと。ただし、当該温度計と比較温度計の種類が異なる場合は大きい方の許容差を採用する。 

＊２比較温度計とは当該温度計と温度変化が同一な範囲に設置された計器で、適正な周期（時期）の

もと校正がなされている計器をいう。 

①流体条件、振動、温度条件等、設置環境により劣化を生じる場合にあっては、その劣化を勘案

した余寿命が次回停止検査までの期間以上であること。 

②当該温度計と比較温度計との間で応答に遅れ＊＊１が生じないこと。 

③比較温度計との比較を２年以上の期間において半年に１回以上行い、当該温度計と比較温度計

との指示差（一定差で推移している場合は指示差の振れ幅）が（２）で示す許容差以内である

こと。ただし、当該温度計と比較温度計の種類が異なる場合は大きい方の許容差を採用する。 

 

＊＊１ 応答遅れがないこととは、運転温度の変化に対して両者の指示の変化に保安上、あるいは運

転操作上有害なタイムラグがないことをいう。 
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（２）１年に１回の検査 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

圧力計、温度計 目視検査 
目視により、破損、変形その他

の異常がないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

貯槽液面計 目視検査 
目視により、変形、損傷、その

他異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して調整等の状況に

応じた処置をする。 

電気設備の防爆

構造 

目視検査 

 

目視により、外観（取付位置・

構造等を含む）に破損、腐食、

変形、その他異常（ボルト緩み、

異物衝突等による電気設備の本

体、端子箱の合わせ面等の破損、

変形を含む）がないことを確認

する。 
 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、表示灯、燃料や潤

滑油のレベル及びスイッチ類の

状態等について確認する。また、

周囲に発電機が作動した時に運

転に支障となる物がないことを

確認する。 

非常用自家

発電機 

作動検査 
手動により起動し、定格電圧が

得られることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、状態表示灯、電圧・

周波数、スイッチ類の位置、各

部の温度や異音の有無等を確認

する。また、周囲に電池が作動

した時に運転に支障となる物が

ないことを確認する。 
蓄電池 

作動検査 

蓄電池の電圧を測定し、正常に

機能が維持されていることを確

認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

保
安
電
力 

２系統受電 作動検査 
電圧確認により、電力が給電さ

れていることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 
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５．計装・電気設備 

（２）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により、外観に腐食、破損、

変形、その他接地極、配管や塔

槽類の接地ピース、避雷針、ボ

ンディング用接続線等及びそこ

に接続する接地線等について、

取付忘れ、接続の状態並びに締

付部での割れや破断がないこと

を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

静電気除去措置 

(避雷措置含む) 

接地抵抗 

測定 

接地抵抗測定器を用い、接地線

と大地間の抵抗値を測定する。

(1) 静電接地設備の場合 

(a)100Ω以下であれば合格とする。

(b)100Ωを超えた場合は、速やかに

原因を調査し、状況に応じた処置

をする。 

(2) 避雷接地設備の場合 

(a)10Ω以下であれば合格とする。 

(b)10Ωを超えた場合は、速やかに原

因を調査し、状況に応じた処置を

する。 
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（３）２年に１回の検査 

検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

精度検査 

計量法等に基づきトレーサビリ

ティの取れた精度確認用器具を

用いて精度を測定し、誤差があら

かじめ定められた許容差以内で

あることを確認する。 
許容差は次のいずれかを満足す

ること。 
①該当又は類似するＪＩＳ規格

を参考に定めた許容差 
②当該温度計の一目量（一定間

隔をもって断続的に指示又は

記録をする装置を有する計器

＊場合にあっては、通常用い

られる測定範囲の最大値と最

小値の差の千分の五） 
＊検出部、変換器部、ＤＣＳ、

記録計等の指示又は記録を行

う装置により構成された圧力

計測装置の検出部 

圧力計、温度計 

機能確認 

模擬入力､その他の方法により､

計測機能が正常であることを確

認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

  に原因を調査し、調整その他状況

に応じた処置をする。 

貯槽液面計 

（液面計） 

液面計 

器差 

模擬入力、その他の方法により、

計測機能が正常であることを確

認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査して調整等の状況に

応じた処置をする。 
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６．保安・防災設備 

（１）１年に１回の検査 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により、外観（取付位置、

方向を含む）に、腐食、損傷、

変形その他の異常のないことを

確認する。 

常用の温度範 

囲に戻す措置 

作動検査 

模擬入力、その他の方法により、

確実に作動することを確認す

る。 

ただし、運転中の場合は、模擬

信号によりインターロック機構

を動作させ、操作端へ正常に出

力されることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

  に原因を調査し、調整その他状況

に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、外観に腐食、変形、

損傷、その他異常のないことを

確認する。 

安全措置 

作動検査 

模擬入力、その他の方法により、

確実に作動することを確認す

る。 

ただし、運転中の場合は、模擬

信号によりインターロック機構

を動作させ、操作端へ正常に出

力されることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、取替等状況に応

じた処置をする。 

目視検査 

目視により、外観に腐食、変形、

損傷、その他異常のないことを

確認する。 

安全弁等の 

放出管 

測 定 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって測定に代える。変更が

ある場合、放出管の開口部の位

置を、巻き尺その他の測定器具

を用いた実測により確認する。

ただし、規定の高さを満たして

いることが目視又は図面により

容易に判定できる場合は、目視

又は図面により確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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６．保安・防災設備 

（１）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により、計装回路のインタ

ーロック機構の外観に破損、そ

の他の異常がないことを確認す

る。 

インターロック 

作動検査 

模擬入力、その他の方法により、

確実に作動することを確認す

る。 

ただし、運転中の場合は、模擬

信号によりインターロック機構

を動作させ、操作端へ正常に出

力されることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、外観に腐食、損傷、

変形、その他異常の有無を確認

する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

ガス漏えい検知

警報設備 

作動検査 

サンプルガスを使用し、検知能

力及び警報作動を確認する。 

(1) 次の (a) (b) を満足する性能で

あれば合格とする。 

(a)警報作動値が爆発限界の1/4以内

(b)警報作動時間は警報設定値の 1.6

倍の濃度において通常 30 秒以内

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により､水消火栓の外観に

変形､損傷､腐食､その他異常の

ないことを確認する。また、消

火栓箱内の所定のホース及び筒

先の実装状況も確認する。 
水消火栓 

作動検査 

 

実作動による放水検査を実施

し、確実に作動することを確認

する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により､変形､損傷､腐食､そ

の他異常のないことを確認す

る。水槽については水量の保有

状況を確認する。 

防
火
設
備 

散水設備 

固定式放水

銃 
ウォーター

カーテン 

屋外給水栓 

高発泡泡沫

装置 

防火水槽 

作動検査 

 

１以上の抜き取りで、実作動に

よる放水検査を実施し、確実に

作動することを確認する。 

（屋外給水栓、高発泡泡沫装置、

防火水槽を除く。） 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 
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６．保安・防災設備 

（１）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により、次の事項を確認す

る。 

(1) 所定の能力の消火器が必要

数量以上設置されているこ

と。 

(2) 消火器及び収納箱の腐食、

変形、損傷、その他の異常

のないこと。 

粉 末 

消火器 

機能検査 

設置数及び経過年数に応じ、適

切な抜き取りにより消火器の分

解点検、薬剤性状及び放射能力

の確認を行う。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた消火器につい

ては、原因を調査して修理等状

況に応じた処置をする。修理不

可能なものは廃棄し、必要数量

分を補充する。 

目視検査 
目視により、腐食、破損、変形、

その他異常の有無を確認する。

消火

設備 

粉末消火 

設  備 作動検査 

 

試験用ガスを用いて実施し、起

動用装置及び選択弁が確実に作

動し、試験用ガスが放射される

ことを確認する。複数個設置し

ている場合は、１以上の抜き取

りによる。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、着火防止措置、ド

レン滞留防止措置等について、

劣化、損傷、その他の異常がな

いことを確認する。また、本体

の腐食、変形、アンカーボルト

の弛み、その他異常のないこと

も確認する。 ベントスタック 

図面確認 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって図面確認に代える。変

更のある場合は、ベントスタッ

クの高さ、放出口の位置につい

て図面にて確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 
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６．保安・防災設備 

（１）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

パイロットバーナー、逆火防止

措置等の機能について、良好に

維持されていることを運転状態

から確認する。また、本体の腐

食、変形、アンカーボルトの弛

み、その他異常のないことも確

認する。 

図面確認 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって図面確認に代える。変

更のある場合は、フレアスタッ

クの高さ、放出口の位置につい

て図面にて確認する。 

フレアスタック 

記録確認 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって記録確認に代える。変

更のある場合は、フレアスタッ

クの燃焼能力及び材質等につい

て図面にて確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

保安用不活性ガ

ス等 
目視検査 

保安用不活性ガスの保有状況を

目視により確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理、補充

等状況に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、通報設備の外観に

ついて、破損、変形その他異常

がないことを確認する。 通報措置 

無線通信・ペー

ジング 
使用検査 

実使用により、設備が正常に使

用出来ることを確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

 

 

ガスの置換装置 目視検査 

目視により、置換用ノズル、バ

ルブの設置状況について、変形、

損傷、その他異常のないことを

確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

逆流防止装置 

（逆 止 弁） 
目視検査 

目視により、変形、損傷、その

他異常の有無を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 
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６．保安・防災設備 

（１）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

保安用計装空気 

（空気溜め） 
目視検査 

目視により、腐食、破損、変形、

その他異常の有無を確認する。

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況に

応じた処置をする。 

架 構 目視検査 
目視により、腐食、変形、その

他異常のないことを確認する。

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

 

６．保安・防災設備 

（２）２年に１回の検査 

検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

安全措置 

（安全弁） 
作動検査 

設置した状態又は取り外した状

態で作動圧力が規定範囲内にあ

ることを確認する。 

(1)作動圧力が規定範囲内にある場

合は合格とする。 

(2)作動圧力が規定範囲から外れて

いる場合は、調整又は分解点検等

を実施し正常な値にする。 
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７．導管 

7-1 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管 

（１）１年に１回の検査 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

設置場所 

（周囲状況） 

目視 or 

地図 or 

図面 or 

記録確認 

導管の設置されているルートの

周囲の状況が適切であることを

目視、地図又は図面若しくは記

録により確認する。 
適切であるとは次の事項の確認

による。 
①導管が安全な場所に設置され

ていること。 
②地崩れ、山崩れ等起こり易い

ルートに設置されていないこ

と。 
③周囲の土地の利用区分が変更

されたり、避難空地に指定さ

れたりしていないこと。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 

目視検査 
目視により、導管の設置状況に

異常のないことを確認する。 

地盤面上の設

置、標識 
目視検査 

目視により、標識の外観（取付

位置、方向、記載事項等を含む）

に腐食、損傷、変形、汚れその

他の異常のないことを確認する

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

目視検査 

外部からの目視により変形、破

損、その他異常の有無を確認す

る。 

非破壊 

検査 

目視検査結果により、溶接部に

ついて、必要に応じて非破壊検

査（ＰＴ、ＵＴ等）を行う。 耐圧性能・強度 

肉厚測定 

目視検査結果において、ＮＧ導

管に、塗膜の劣化を認めた場合

に、超音波肉厚測定器等を用い

た肉厚測定を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

気密性能 
リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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7-1 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管 

（１）１年に１回の検査のつづき 

検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

導管の腐食を防止する措置及び

応力吸収措置の状況に異常のな

いことを目視（断熱材等により

被覆されているものにあっては

その外面）により確認する。 

腐食防止措置 

応力吸収措置 

対地電位 

測定 

電気防食措置を講じた導管につ

いては対地電位を測定する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

温度上昇防止 

措置 
目視検査 

目視により、保冷材等の設置状

況を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

圧力上昇防止 

措置（安全弁） 
目視検査 

目視により、外観に腐食、変形、

損傷、その他異常のないことを

確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、取替等状況に応

じた処置をする。 

目視検査 

目視により、通報設備の外観に

ついて、破損、変形その他異常

がないことを確認する。 
通報措置 

使用検査 
実使用により、設備が正常に使

用出来ることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

7-1 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管 

（２）２年に１回の検査 

検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

圧力上昇防止 

措置（安全弁） 
作動検査 

設置した状態又は取り外した状

態で作動圧力が規定範囲内にあ

ることを確認する。 

(1)作動圧力が規定範囲内にある場

合は合格とする。 

(2)作動圧力が規定範囲から外れて

いる場合は、調整又は分解点検等

を実施し正常な値にする。 
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7-2 コンビナート製造事業所間の導管 

（１）１年に１回の検査 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

設置場所 

（周囲状況） 

目視 or 

地図 or 

図面 or 

記録確認 

導管の設置されているルートの

周囲の状況が適切であることを

目視、地図又は図面若しくは記

録により確認する。 
適切であるとは次の事項の確認

による。 
①導管が安全な場所に設置され

ていること。 
②地崩れ、山崩れ等起こり易い

ルートに設置されていないこ

と。 
③周囲の土地の利用区分が変更

されたり、避難空地に指定さ

れたりしていないこと。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 

目視検査 

外部からの目視により変形、破

損、その他異常の有無を確認す

る。 

非破壊 

検査 

目視検査結果により、溶接部に

ついて、必要に応じて非破壊検

査（ＰＴ、ＵＴ等）を行う。 
耐圧性能・強度 

肉厚測定 

目視検査結果において、ＮＧ導

管に、塗膜の劣化を認めた場合

に、超音波肉厚測定器等を用い

た肉厚測定を行う。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

気密性能 
リーク 

テスト 

ガス検知器等により、フランジ

部等についてリークテストを行

い、異常のないことを確認する。

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

温度上昇防止 

措置 
目視検査 

目視により、保冷材等の設置状

況を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

圧力上昇防止 

措置（安全弁） 
目視検査 

目視により、外観に腐食、変形、

損傷、その他異常のないことを

確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、取替等状況に応

じた処置をする。 

標識 目視検査 

目視により、導管の標識の外観

（取付位置・方向・記載事項等

を含む。）に腐食、損傷、変形、

汚れその他の以上のないことを

確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 
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7-2 コンビナート製造事業所間の導管 

（１）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により導管の外面の腐食を

防止するための措置に異常のな

いことを確認する 腐食防止措置 

対地電位 

測定 

電気防食措置を講じた導管につ

いては対地電位を測定する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

材料 
記録又は 

図面確認 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって記録または図面確認に

代える。変更のある場合は、記

録又は図面により確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 

構造 
記録又は 

図面確認 

導管等の構造の荷重に対する安

全性に係る各種検査記録又は図

面等を確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 

伸縮吸収措置 目視検査 

目視により、伸縮部に変形、損

傷その他異の異常がないこと

（断熱材等で被覆されているも

のにあってはその外面）により

確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

接合及びフラン

ジ接合部の点検

可能措置 

目視検査 

目視により、フランジ接合箇所

に腐食、損傷その他の異常がな

いこと及び点検を可能にするた

めの措置に腐食、損傷等がない

ことを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

溶接 
記録 or 

図面確認 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって記録または図面確認に

代える。変更のある場合は、導

管の溶接箇所が図面とおりであ

ること及び溶接方法、非破壊検

査記録を記録又は図面等により

確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 

設置状況の確認 目視検査 

前回からの変更の有無を確認

し、変更のない場合はその確認

をもって目視検査に代える。変

更のある場合は、目視（目視で

検査可能な部分に限る）により

導管の設置状況に異常がないこ

とを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、状況に応じた処

置をする。 

 



 69

7-2 コンビナート製造事業所間の導管 

（１）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により、外観に腐食、損傷、

変形、その他異常の有無を確認

する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

ガス漏えい検知

警報設備 

作動検査 
サンプルガスを使用し、検知能

力及び警報作動を確認する。 

(1)次の(a)(b)を満足する性能であ

れば合格とする。 

(a)警報作動値が爆発限界の1/4以内

(b)警報作動時間は警報設定値の 1.6

倍の濃度において通常 30 秒以内

(2)異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

運転状態監視 

措置 
目視検査 

目視により、運転状態（圧縮機、

ポンプ及びバルブの作動状況

等）を監視する装置に劣化、破

損その他の異常がないことを確

認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速やか

に原因を調査し、修理等状況に応

じた処置をする。 

 

目視検査 

目視により警報装置に劣化、破

損、その他の異常がないことを

確認する。 異常時の警報 

措置 

作動検査 

警報装置は、警報に係る性能検

査を行い正常に作動することを

確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、安全制御装置に劣

化、損傷その他異常がないこと

を確認する。 

安全制御装置 

作動検査 

安全制御装置は、性能検査を行

い正常に作動することを確認す

る。ただし、運転を停止するこ

となく緊急遮断装置等の作動検

査を行うことができる施設に設

置された安全制御装置の作動検

査は、運転を停止して行う保安

検査時に実施する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 
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7-2 コンビナート製造事業所間の導管 

（１）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により、緊急遮断に係る設

備が、緊急遮断に支障の無い状

態であること（設備の腐食、損

傷、変形、汚れ、シグナルラン

プ等の表示）を確認する。 

緊急遮断装置

等 

作動検査 

作動全域について計器室からの

遠隔操作又は自動操作で正常に

作動することを確認する。 
ただし、運転中検査においては、

弁軸等の固着が無いことを確認

する部分作動検査にて代替でき

る。また、遮断弁が装置の自動

調節弁として使用されている場

合、運転状態で調節動作が正常

に行われていることにより確認

する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、外観及び周囲に動

作に支障をきたす異常がないこ

と確認する。 

感震装置等 

作動検査 

感震装置を作動させ、正常に作

動すること又は正常な信号が出

力されることを確認する。この

場合において、感震装置に点検

用ボタンが装備されている場

合、点検用ボタンにより作動検

査を行う。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

保安用接地等 目視検査 
目視により、保安用接地等に異

常がないことを確認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

絶縁 目視検査 

目視により、導管系に絶縁状況

に異常が生じていないことを確

認する。 

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 

落雷影響回避 

措置 

（避雷設備） 

目視検査 

目視により、導管系の避雷設備

の外観に、腐食、損傷、変形そ

の他異常のないことを確認する

(1) 異常のない場合は合格とする。

(2) 異常が認められた場合は、速や

かに原因を調査し、修理等状況

に応じた処置をする。 
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7-2 コンビナート製造事業所間の導管 

（１）１年に１回の検査のつづき 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により、表示灯、燃料や潤

滑油のレベル及びスイッチ類の

状態等について確認する。また、

周囲に発電機が作動した時に運

転に支障となる物がないことを

確認する。 

非常用自家

発電機 

作動検査 
手動により起動し、定格電圧が

得られることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

目視検査 

目視により、状態表示灯、電圧・

周波数、スイッチ類の位置、各

部の温度や異音の有無等を確認

する。また、周囲に電池が作動

した時に運転に支障となる物が

ないことを確認する。 
蓄電池 

作動検査 

蓄電池の電圧を測定し、正常に

機能が維持されていることを確

認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

保
安
電
力 

２系統受電 作動検査 
電圧確認により、電力が給電さ

れていることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

巡回監視車等 目視検査 

巡回監視車、保安用資機材倉庫

等に異常のないことを確認す

る。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

 

（２）２年に１回の検査 

検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

圧力上昇防止 

措置（安全弁） 
作動検査 

設置した状態又は取り外した状

態で作動圧力が規定範囲内にあ

ることを確認する。 

(1)作動圧力が規定範囲内にある場

合は合格とする。 

(2)作動圧力が規定範囲から外れて

いる場合は、調整又は分解点検等

を実施し正常な値にする。 
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８．その他 

１年に１回の検査 
検査部位/内容 検査項目 検 査 方 法 判 定 及 び 処 置 

目視検査 

目視により、直通電話等外観に

破損、変形、その他の異常がな

いことを確認する。 
コンビナート

製造者の連絡

用直通電話 
使用検査 

実使用により、設備が正常に使

用できることを確認する。 

(1)異常のない場合は合格とする。 

(2)異常が認められた場合は、速

やかに原因を調査し、修理等の状

況に応じた処置をする。 

 

 

 

以上 


